
船舶事故調査報告書 

令和６年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年１１月１１日 ２０時０７分ごろ 

発生場所 高知県大月町柏
かしわ

島南方沖 

柏島灯台から真方位１７６°１.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３２°４４.９′ 東経１３２°３７.３′） 

事故の概要  貨物船兼砂利運搬船第三十三真
しん

海
かい

は、北西進中、水上岩に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 令和５年１１月２７日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船兼砂利運搬船 第三十三真海、７４９トン 

１４４０８６、日伸海運株式会社（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 球状船首に圧壊、亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長ほか５人が乗り組み、混合処理土約２,３００ｔを積

載し、レーダー、ＧＰＳプロッター及び電子海図装置（ＥＣＳ）を作

動させ、大月町南方沖を自動操舵により約１２ノットの対地速力で西

進していた。 

船長は、鰘碆
むろばえ

と称される水上岩を含む険礁域（以下「本件険礁域」

という。）の東南東方約２.５Ｍで昇橋して単独の船橋当直につき、操

舵室左舷側後方の海図台に向かって書類の記載作業を始めた。 

船長は、時折振り返って周囲を見ながら書類記載作業を行っていた

ところ、ＥＣＳに設定した変針点への接近警報が鳴ったので、本件険

礁域付近に到達したと思い、海図台と操舵スタンド間を行き来しなが

ら、ふだんと同様に自動操舵の設定ダイヤルを約５°ずつ回して右転

して北西進とした。 

船長は、海図台で書類記載作業を続けながら北西進中、船体に強い

衝撃を感じ、ＥＣＳの画面を確認して本船が本件険礁域の水上岩に乗

り揚げたことを認め、機関を中立として船体の損傷状況を確認後、本

事故の発生を１１８番通報した。 

本船は、自力で離礁して高知県宿毛
す く も

市宿毛湾港に入港した。 

ＥＣＳの変針点への接近警報は、本船が変針点到達の４分前に鳴る

ように設定されており、ＥＣＳの航跡記録によれば、本船は、本件険

礁域の約０.８Ｍ南東方で本件険礁域に向く北西進に右転していた。 



船長は、通航し慣れた場所であり、ＥＣＳの接近警報が鳴ったとき

も多量の書類記載作業に意識が向いていたので、船位を確認せずにふ

だんと同様に右転操作をしたが、夜間照度を落としていたＥＣＳ画面

を明るくして船位を確認していれば、本件険礁域に向けて右転するこ

とはなかったと本事故後に思った。 

本船の喫水は、船首約４.２ｍ、船尾約５.６ｍであった。 

（付図１ 航行経路図 参照） 

分析 本船は、本件険礁域の南東方沖を自動操舵で西進中、ＥＣＳの変針

点への接近警報が鳴ったものの、船長が船位を確認しなかったことか

ら、本件険礁域に向かうことに気付かないまま針路を設定し、水上岩

に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、通航し慣れた場所で、多量の書類記載作業に意識が向いて

いたことから、夜間照度を落としていたＥＣＳ画面を明るくするなど

して船位を確認しなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、本件険礁域の南東方沖を自動操舵で西進

中、ＥＣＳの変針点への接近警報が鳴ったものの、船長が船位を確認

しなかったため、本件険礁域に向かうことに気付かないまま針路を設

定し、水上岩に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、次のとおり対策を講じた。 

・船橋当直者は操船に専念し、変針する際、ＥＣＳの変針点への接

近警報のみに頼らず、周囲の状況と船位を必ず確認して操船する

よう、全乗組員を指導した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、通航し慣れた場所であっても操船に専念し、特に

夜間は、目視や経験のみに頼らず、航海計器による船位確認を徹

底すること。 

 



付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 
事故発生場所 
（令和５年１１月１１日 
２０時０７分ごろ発生） 

高知県大月町 

鰘碆 

ふだんの通航経路（黒色点線）


